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有期契約労働者の雇用管理の改善に関する研究会報告書

Ⅰ 検討の経過

いわゆる非正規労働者には、パートタイマー、派遣労働者、契約社員、嘱託等があ

り、近年若年層を中心に増加しており、雇用が不安定であることや職業能力の蓄積が

なされない等の問題が指摘されている。

このうち、パートタイマーや派遣労働者については、それぞれの関係法令に基づき

雇用管理の改善のための措置が講じられており、また、制度の見直しも行われている

ところである。一方、一週間の所定労働時間が通常の労働者（本報告書においては、

期間の定めのない雇用契約を締結している労働者であって、短時間労働者でない者を

いう ）と同一な有期契約労働者（以下「フルタイム有期契約労働者」という ）につ。 。

いては、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律（パート法）に基づく関係施

策においては、その指針で同法の趣旨が考慮されるべき旨が述べられているものの、

直接的にはパート法等の適用やそれに基づく支援措置等の対象として位置づけられて

おらず、雇用管理の改善への取組が十分に行われていない状況にある

そこで、平成２０年２月より研究会（参考資料１～４参照）を開催し、パートタイ

マーを含めた有期契約労働者に共通する課題を踏まえながら、特にフルタイム有期契

約労働者の雇用管理の改善が図られるよう、事業主が講ずべき必要な事項や配慮すべ

き取組をガイドラインとして示すことを目的として、検討を行ったものである。

Ⅱ 有期契約労働者に関する現状及び課題

１ 有期契約労働者を取り巻く状況

パートタイマー、派遣労働者、契約社員、嘱託等の非正規労働者数は、1993年の9

86万人から2007年の1731万人と745万人も増加しているが、このうち、有期契約労働

者である契約社員、嘱託も2002年の約230万人から2007年の約296万人と５年間で約6

6万人の増加となっていることから（参考資料５参照 、統計上の数字はないが、フ）

ルタイム有期契約労働者の数も増えているものと推定できる。

こうした有期契約労働者の増加の背景としては、グローバル化や技術革新の進展

等により、競争が激化し、市場環境の不確実性が増大したことに対応するため、企

業において人件費のコストを削減し、変動費化を図るとともに、一方で労働者側の

多様な働き方のニーズへ対応したものであると指摘されている。

また、量の拡大とともに、有期契約労働者の職務の質でも変化が起きている。例

えば、有期契約労働者の職務の専門性や責任について、正社員と同等又はそれ以上

とする事業所が多くある（参考資料６のⅠ－１（３）①、②参照）ことから、有期

契約労働者が、これまで正社員が担ってきた管理業務や指導業務などを担うように

なってきており、基幹労働力化が進んでいるものと考えられる。

２ フルタイム有期契約労働者の数

フルタイム有期契約労働者の数は、推計に使用する資料により幅があるものと考
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、 （ （ ）、 （ ）、えられるが 約３１０万人 内訳は契約社員 約 万人 嘱託社員 約 万人99 64
その他（一週間の所定労働時間が通常の労働者と同一であるが、パート等の名称で

呼ばれている者等 （約 万人 ）と推計される（参考資料７参照 。） ） ）146

３ 検討の主な対象とするフルタイム有期契約労働者のイメージ

、 、フルタイム有期契約労働者といっても その勤務状況により大きな幅があるので

ここでは、契約を数回更新しているようなフルタイム有期契約労働者を主な対象と

想定して記述することとする。ただし、その場合においても、それ以外の有期契約

労働者（有期契約の短時間労働者等）にも当てはまる課題や内容も多くあるものと

考える。

４ 現状及び課題

（１）契約期間・更新

① １回当たりの契約期間が１年以内とする事業所が約８割ある一方、契約更新

回数が６回以上の割合も高く、勤続年数も半数以上が３年超となっている（参

考資料６のⅠ－１（１）④、同（２）②、③参照 。）

この中には、雇用目的に照らし必要以上に短い契約期間を設定し、その契約

を反復継続しているケースもあるものと考えられる。雇用目的に照らし必要な

期間はどの程度かについては、一律の判断基準を設けることは困難であるが、

必要以上に短い契約期間を定めることにより反復更新することのないように配

慮するという労働契約法第 条第 項の趣旨及び内容を周知し、その遵守に向17 2
けた事業主の取組を促すことが有意義であると思われる。

② 契約更新を希望する人の割合は５割以上で、今後継続して勤めたい期間が５

年超の割合も高い一方、今の会社や仕事に対する不満・不安では、契約社員等

で「雇用が不安定」との回答が多い（参考資料６のⅠ－２（３）③、④、Ⅳ－

５参照 。）

また、現在の会社で働き続けることを希望する人は、仕事に意欲的に取り組

むうえで重要なこととして 希望する仕事・労働条件での雇用契約の更新 勤、「 」、「

務先で希望するだけ勤め続けられること」を挙げる割合が非常に高い（参考資

料６のⅤ 図表２－５参照 。）

一方、企業側も勤続が短すぎると生産性が落ちるため、なるべく長く勤続し

てほしいと考えていながら、人件費の節約や雇用調整が容易であるといったこ

とから、有期契約としているとする事例も見られる。

こうした状況を踏まえると、雇用の安定や生産性の向上を図る観点から、で

きるだけ契約期間の長期化を促すことや、契約更新に関する条件が明示されて

いることが、労働者にとって安心感に繋がり、ひいては、生産性の向上にも寄

与できるので有意義であると思われる。

③ 契約更新については、期間満了時に更新可否を判断し判断基準を説明している
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場合や特別な事情がなければ自動更新することを説明している場合が多いが、契約

（ （ ） ）。更新に関する説明を特にしていない場合も見られる 参考資料６のⅠ－１ ４ 参照

こうしたことから、更新の有無や更新する場合又はしない場合の判断基準を契約

締結時に明示しなければならないこととする「有期労働契約の締結、更新及び

雇止めに関する基準 （以下「雇止め告示」という ）の規定の遵守を徹底する」 。

ことが、労働者にとって安心感に繋がり、有意義であると思われる。

④ しかしながら、有期契約としている理由は、個々の企業、労働者の事情によ

り様々であると考えられ、更新に係る判断基準をどのように設定・運用すべき

かについても一概には言えず、企業においてもそのノウハウの蓄積が十分なさ

れていないため、課題を抱えているのが実情であると考えられる。このため、

雇止め告示の趣旨及び内容の周知とともに、好事例の収集、普及を図ることが

有意義であると思われる。

（２）労働条件・処遇

① 有期契約労働者を雇用する主な理由は、人件費の節約としているところが多

いが、その内容として退職金や賞与、昇進・昇格制度がない割合が高く、役職

手当や家族手当、住宅手当などの諸手当もないところが多い（参考資料６のⅠ

－１（１）②、Ⅱ－１、Ⅳ－１、４参照 。これは、前述のとおり、グローバル）

化や技術革新等の進展に伴い、国内労働市場において、人件費等のコスト削減

圧力がかかっていることが原因であると言われている。

この点について、正社員は、長期の雇用を前提としてキャリアを保障してい

くという雇用形態である一方、有期契約労働者については、一定期間、特定の

仕事に活用する雇用形態であり、両者の雇用のあり方がそもそも異なることか

ら労働条件・処遇面においても異なる取扱いとされているという指摘もある。

② しかし、契約更新が繰り返されている実態や、有期契約労働者にとって今の

会社や仕事に対する不満・不安では、賃金が安いというものが最も多く、特に

契約社員では、業務の専門性や責任などの点で正社員と同じと認識している割

、 （ （ ）合が高く 賃金の点で納得できないとする人が多い 参考資料６のⅠ－２ ４

①～③、Ⅳ－５参照）ということを踏まえると、就業の実態に照らして、正社

員と比較して合理的な理由なく、低い処遇となっている状況が生じている場合

もあるものと考えられる。そうした状況が生じている場合には、事業主が就業

の実態に照らして処遇の改善に努めるよう、その取組を促すことが、有意義で

あると思われる。

なお、有期契約労働者が増加した背景、理由を踏まえると、企業において有

期契約労働者の処遇の改善に取り組むに当たっては、労使で十分に話し合い、

正社員の働き方も含めた人事・処遇制度の全体のあり方についても総合的な検

討を加えることが必要となる場合もあるものと思われる。
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③ 有期契約労働者の処遇決定の際の正社員との均衡（バランス）の考慮の有無

をみると 「すべての有期契約労働者について考慮している」とする事業所の割、

合は５割以下となっている（参考資料６のⅠ－１（３）⑥参照 。）

このような状況を踏まえると、労働契約は就業の実態に応じて、均衡を考慮

しつつ締結するという労働契約法第３条第２項の趣旨及び内容を周知すること

や、処遇の決定に当たって考慮した事項について、労働者本人への説明がなさ

れ、労働者の理解を深めるようにすることが、労働者の労働意欲を向上させる

ことになり、有意義であると思われる。

さらに、労働者が納得して就職できるよう、募集・採用に当たり、労働条件

について、十分な情報が明示されることが望ましいものと思われる。

④ 仕事に意欲的に取り組むうえで重要なことに関し 「仕事内容や働きぶりに応、

じた処遇 「仕事上の希望・不満を会社等に伝える機会」を挙げる人の割合が」、

高いことから、処遇について労使で話し合う機会や窓口などの整備を促進する

ことが有意義であると思われる（参考資料６のⅤ 図表２－５参照 。）

⑤ 評価（昇格・昇進）制度がないとする事業所も多くある（参考資料６のⅠ－

１（３）⑤参照）ことから、職務の実績や職業能力の評価及びその結果の処遇

の向上への活用を促進することが有意義であると思われる。

⑥ 就業規則等に有期契約労働者の育児休業に関する規定を設けている事業所が

半数に満たず、職場に育児休業制度がなかった、制度適用対象外だった等と答

える労働者が多い等の状況にある。

したがって、有期契約労働者の育児・介護休業取得要件をわかりやすく示す

等により制度の周知を徹底し、育児・介護休業の取得を促進することが有意義

であると思われる。

（３）正社員登用について

① 有期契約で就業している理由として、契約社員やその他パートで、正社員に

なりたいが正社員として働ける職場がないとする割合が高く、フルタイム勤務

の人の今の会社や仕事に対する不満・不安では、正社員になれないという理由

が多い（参考資料６のⅠ－２（２）②、Ⅳ－５参照 。）

確かに、現時点においては、正社員への転換制度がないところが多い実態に

あり（参考資料６のⅠ－１（６）① 、その背景には、前述のとおり、企業側に）

とっても有期契約労働者を雇用する理由が、人件費の節約や雇用調整の容易さ

であるといったことがある。

このような状況を踏まえると、特にフルタイム勤務の有期契約労働者がいる

事業主において、正社員への登用の機会を設けることを促進することが、有期

契約労働者のモチベーションを向上させることになり、有意義と思われる。
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② ただし、企業規模、業種、工場、店舗など事業所の種類によって、正社員登

用制度の有無に差があり、正社員登用制度の導入を促す要因は個々の会社の状

況により異なっている。このような状況の中で、事業主に対して、正社員登用

を促していくためには、事業主へのきめ細かな相談支援等の対策を検討する必

要があると考えられる。

、 、 、既に 正社員登用に取り組んでいる企業においても 登用に係る基準の設定

登用後の処遇、従来からの正社員との関係などについて課題を抱えている場合

があるものと考えられ、その解消のため好事例の収集・普及を図ることが有意

義と思われる。

③ 一方、労働者においても有期契約で働く事情は様々であり、全ての人が正社

員になることを希望するわけではない。正社員になると職場の異動があること

や責任を持ったり、教えたりすることに自信がない等の理由から正社員登用を望まな

い労働者が事業主の予想以上に多く、労働者のモチベーションの維持を課題と

している企業もある。このことは、有期契約労働者の職務内容、責任の程度、

異動の有無等により、有期契約労働者の中にもいくつかの段階が認められ、正

社員と比較して、その職務内容等がより正社員に近く正社員登用が容易な場合

もあるが、逆により正社員とのギャップが大きく正社員登用が難しい場合もあ

るものと考えられる。

したがって、前述（１）の状況と合わせると、有期契約労働者は、大きく正

社員登用を希望する人と正社員登用を希望しないが処遇を上げて欲しい人の２

パターンに分かれているものと思われる。

④ こうした状況を踏まえて、多様な働き方へのニーズに対応して、正社員を希

望する人には正社員として登用される機会が開かれるよう、また、正社員登用

を希望しない人には、その職務や能力に応じて処遇の向上が図られるような方

策を検討することが有意義であると思われる。

さらに、例えば、正社員の中に職務や人事異動の範囲が限定されるものの期

間の定めがない雇用区分を設けることにより、有期契約労働者から正社員への

移行の円滑化を図ることも、有意義であると思われる。

⑤ なお、フリーター等の若者については 「青少年の雇用機会の確保等に関して、

事業主が適切に対処するための指針」において 「意欲や能力を有する青少年に、

安定した雇用機会を提供するため、期間を定めて雇用されていること等により

不安定な雇用状態にある青少年が希望した場合に、正社員への登用の可能性が

与えられるような仕組みを検討すること」とされていることから、これを踏ま

えた取組を推進するとともに、正社員への登用を円滑に進めるためには、これ

らの若者について、その有する適性や能力等を正当に評価し、その将来性も含

めて長期的な視点に立って判断するなどの配慮を行うことが有意義であると思

われる。



- 6 -

（４）能力開発について

① 仕事に意欲的に取り組むうえで重要なことに関し、特に現在の会社で正社員

になることを希望する人では「能力を高める機会があること」を挙げる人が多

い（参考資料６のⅤ 図表２－５参照）ことから、ジョブ・カード等の活用に

より、労働者にとってキャリア形成支援が図られるとともに、キャリアパスが

明示されることが、労働意欲を向上させることになり、事業主にとっても有意

義であると思われる。

② 有期契約労働者を含む非正社員に対して計画的な を実施している事業所OJT
割合は、正社員の約４割程度であり、業種や従業員の規模によってばらつきが

大きく、中小企業における実施割合が低い状況となっている。また、 をOFF-JT
実施している事業所割合も、非正規社員では正社員の約半分に過ぎず、計画的

な と同様に業種や従業員の規模によるばらつきが大きい。さらに、契約社OJT
員の能力開発意欲は正社員並みだが、自己啓発を支援している事業所割合は正

社員の約６割程度であり、その支援内容においても、受講料などの金銭的援助

をはじめ、おおむね正社員と比べて低くなっている（参考資料６のⅡ－４、Ⅲ

－２～５参照 。）

③ したがって、事業主による教育訓練の実施や自己啓発に関する支援を促進す

ることが、有期契約労働者にとって、将来の姿を見据えながら、そのキャリア

パスを考える上でも、また事業主にとって生産性の向上を図る上でも有意義で

あると考えられる。特に、正社員に対して実施されている訓練で職務の遂行に

必要なものについては、職務の内容が同じ有期契約労働者についても実施され

るよう促すことが有意義であると考えられる。

しかし、有期契約労働者を雇用する理由としては、人件費の節約であるとい

う理由が多くの企業からあげられていることから、企業による自主的な取組が

十分に行われないおそれがある。

このため、事業主が教育訓練等を実施することに対する支援や働きかけが必

要になるものと考えられる。

（５）その他

① 卸売・小売、飲食・宿泊、教育・学習支援、サービス業などで、有期契約労

働者の割合が比較的多く、産業毎に大きなばらつきがある。また、就業形態、

、 （ （ ）性別により その従事する職種も大きく異なっている 参考資料６のⅠ－１ １

①、２（２）①参照 。）

こうした状況を考えると、有期契約労働者の雇用管理改善を図るに当たって

は、一定のパターン別の雇用管理事例を活用して、事業主への啓発を促すこと

が有意義であると思われる。
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② 職業生活に対する満足度に関する調査（参考資料６のⅤ 図表２－６参照）

において、契約更新時の面談がある方が、ない場合より、仕事の内容・やりが

いや職業生活全体について満足度が高い状況にあることから、個人面談等を積

極的に取り入れることにより、労働者の能力を引き出すことができると思われ

る。

③ 契約社員について、社会保険への加入が必要な場合でも加入させていない場

合が見られる（参考資料６のⅡ－１参照 。企業にとっては、社会保険料の事業）

主負担分を抑制するために有期契約労働者を雇用している側面もあるものと思

われるが、特に年金保険の未加入状態が続けば、将来は公的年金の保障を十分

に受けられず、社会全体で生活保護者の増加を招くことが危惧されており、社

会保険への加入の一層の徹底を図る必要がある。

④ 有期契約労働者は、今働いている会社や職場に対して様々な意見や要望を持

（ ）、 、っているので 参考資料６のⅣ－５参照 賃金や福利厚生等の処遇のみならず

キャリアパス、教育制度、雇用契約期間や更新等の多様な要望事項を事業主へ

伝える機会を設けることが有意義であると思われる。

Ⅲ 有期契約労働者の雇用管理の改善に向けて

フルタイム有期契約労働者については、Ⅱ４の現状及び課題に見られるような諸課

題があり、その保護に向けた施策のあり方に関しては今後の課題として別途、検討が

必要なものと考えられるが、本研究会においては、雇用管理の改善に関し、現行の法

制度等の下で事業主が遵守すべき項目や一定の配慮すべき項目を、下記１のとおり、

ガイドラインとして整理することとする。

また、ガイドラインとは別に、有期契約労働者の雇用管理の改善を促進するための

今後の課題についても、下記２のとおり、整理を行ったところであり、積極的な検討

が望まれるところである。

１ ガイドラインの策定

別添のとおり。

２ 今後検討すべき課題

（１）事業主への周知・啓発

今回、国として初めて有期契約労働者という視点でガイドラインをまとめるこ

とから、これを活用して全国各地でセミナー等を実施し、事業主等へ周知・啓発

を行い、その雇用管理改善を促していくことが必要である。

（２）中小企業事業主への総合的な支援の検討

中小企業事業主が正社員への転換に取り組むためには、公共職業安定所等に担

当者を配置し、事業主への有期契約労働者の雇用管理改善の啓発・指導を行うと
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ともに、専門的な人材（社会保険労務士等）により、有期契約労働者の正社員転

換制度の具体的な内容に関する相談や労働条件、能力開発、福利厚生等、雇用管

理改善の取組に係る助言等を的確に行うことが有意義であり、国として事業主へ

の相談支援の実施を検討すべきである。

また 平成２０年４月から開始された有期契約労働者の正社員転換支援制度 中、 （

小企業雇用安定化奨励金）の運用状況も踏まえながら、処遇の向上や能力開発へ

の支援に配慮した制度等の雇用環境の整備に関する措置を講じた中小企業事業主

に対する支援も検討すべきである。

（３）有期契約労働者の雇用管理改善に取組む事例の収集・普及

国において有期契約労働者の正社員転換や処遇の改善、能力開発、育児休業の

取得促進等の雇用管理改善に積極的に取組む事業所の事例を広く収集し、ＨＰ等

で公表するほか、特に他の参考となるものについては定期的に顕彰するなどによ

り、有期契約労働者の雇用管理改善の取組を事業主へ促すことを検討すべきであ

る。

（４）有期契約労働者に関する調査研究

これまでに、フルタイム有期契約労働者に関する十分な調査資料等がないこと

から、今後、国等において調査研究を実施することを検討すべきである。

（５）若者の正規雇用化の推進

我が国の将来を担う若者の雇用・生活の安定を図るため、就職氷河期に正社員

になれなかった若者を重点に、就職から職場定着までの一貫した支援を集中的に

実施するとともに、 代後半の不安定就労者もトライアル雇用制度の対象者とし30
て積極的に支援し、さらにジョブ・カード制度の整備・充実をはじめとした非正

規労働者の能力開発支援策の充実を図るなど、若者の正規雇用化に向けた支援の

強化を検討すべきである。


